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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 

電子源泉徴収システムで納付する場合に適用される源泉徴収税率を 2%

に引下げ 

財務省は、2020 年 10 月 1 日から 2022 年 12 月 31 日までの期間、電子

源泉徴収システムで納付する場合の課税所得に対する源泉徴収税率を

2％に引き下げる省令第 373 号（2021 年 6 月 11 日付官報に掲載）を発

行しました。この軽減措置は、以下の課税所得に適用されます。 

 

1. タイ国歳入法（以下「TRC」）第 40 条第 2 項に基づき業務の提供

から稼得される課税所得の会社及びパートナーシップへの支払 

2. TRC 第 40 条第 3 項に基づく無形資産から稼得される課税所得のう

ち、のれん、著作権、その他の権利からの所得に関連して会社やパ

ートナーシップに支払われるもの 

3. 個人所得税の納税者又は法人所得税の納税者に対する TRC 第 40 条

第５項(a)に基づく資産の賃貸により稼得される課税所得の支払

（国際海運のための海事振興法に基づく船舶賃借料として支払われ

る TRC 第 40 条第５項(a)に基づく課税所得の支払を除く） 

4. 会社やパートナーシップに対する TRC 第 40 条第 6 項及び第 7 項に

基づく専門家及びその業務により稼得される課税所得の支払 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/tax/th-tax-alert-en-june2021.pdf
http://www2.deloitte.com/us/en.html


5. TRC 第 40 条第８項に基づく第 40 条第 1 項から第 7 項により規定さ

れている事業以外から稼得される課税所得の支払は、個人所得税の

納税者及び法人所得税の納税者に対するコンテスト、コンペ、ラッ

キードロー、又はその他の類似した利益からの賞金若しくは賞品と

して支払われる所得に関してのみ適用される 

6. TRC 第 40 条第 8 項に基づく第 40 条第 1 項から第 7 項により規定さ

れている事業以外から稼得される課税所得の支払は、タイに税法上

の居住権を有する個人所得税納税者で興行を行う者に支払われる所

得のみに適用される 

7. 省令 第 144 号 第 2 条第 3 項、第 15 項、第 16 項及び第 17 項に規

定されているものを除く、請負、賞金及び賞品、現金支出を伴うな

う割引の提供、販売促進やその他のサービスから稼得される利益に

関して支払われる TRC の第 40 条第 8 項に基づく課税所得。しかし

ながら、個人所得税の納税者及び法人所得税の納税者に対するホテ

ル・レストランサービス、生命保険料の支払は除外されない 

 

事業運営による収入を稼得する財団や団体又は歳入法第 47 条第 7 項(b)

に基づき財務大臣が公表したリストに掲載されている財団や団体への

支払には、この軽減措置は適用されません。 
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